
 
６月議会が閉会 ６月議会の主な議案等への会派の賛否状況  賛成○ 反対× 欠席－ 

なすまどか議員が補正予算等について討論 

【
控
え
室
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ら
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宅
地
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害
―
補
修
の
資
力
の
な
い
人
へ
の
支
援
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や
ま
べ
ひ
ろ
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北
区
の
Ａ
さ
ん
。
こ
の
４
月
、
自
宅
の
境
界
に
立
つ
隣
家
の
擁

壁
に
、
幅
１０
セ
ン
チ
も
の
亀
裂
が
数
本
走
っ
て
い
る
の
を
発
見
し

ま
し
た
。
業
者
を
手
配
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
数
カ
月
待
ち
。

や
む
な
く
自
費
で
生
コ
ン
を
購
入
、
３
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
る
擁
壁

に
這
い
上
が
り
、
一
人
で
亀
裂
を
埋
め
る
応
急
処
置
を
し
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
国
の
滑
動
崩
落
防
止
事
業
（
自
己
負
担
な
し
）
に
申
し

込
み
ま
し
た
が
、
要
件
に
合
わ
ず
却
下
。
残
る
は
、
県
の
基
金
に

よ
る
補
修
の
補
助
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
費
用
の
３
分

の
１
の
自
己
負
担
が
あ
り
ま
す
。
土
地
の
所
有
者
に
問
い
合
わ
せ

る
と
「
高
齢
で
資
力
も
な
く
、
と
て
も
対
応
で
き
な
い
」
と
の
返

事
。
困
っ
た
Ａ
さ
ん
が
市
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
「
土
地
の
所
有
者

で
な
く
て
も
、『
管
理
者
』
と
し
て
Ａ
さ
ん
が
、
県
に
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
費
用
は

Ａ
さ
ん
の
負
担
に
な
り
ま
す
。 

「
自
分
の
土
地
で
も
な
い
の
に
…
。
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は

擁
壁
崩
落
の
二
次
災
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
。
ど
う
す
れ
ば
い
い
の

か
」
と
Ａ
さ
ん
。
長
年
住
み
な
れ
た
自
宅
か
ら
、
転
居
す
る
こ
と

も
考
え
て
い
る
と
い
い
ま
す
。 

 

宅
地
被
害
に
つ
い
て
、
自
己
負
担
の
な
い
国
の
支
援
を
受
け
ら

れ
る
の
は
、
市
の
推
計
で
も
全
体
の
４
分
の
１
程
度
で
す
。
二
次

災
害
を
防
ぐ
意
味
で
も
、
危
険
な
宅
地
の
補
修
に
は
、
個
人
負
担

を
最
大
限
軽
減
す
る
取
り
組
み
が
必
要
で
す
。 

被災者への貸し付けは無利子に！ 

熊本地震により負傷または

家財への被害、住家の被害を受

けた方への貸し付けを行う災

害援護貸付資金。５月末現在、

５００件以上、約９億円の貸し

付けが行われています。 

しかし、年利が３％と高く

（上限３５０万円を借りた場

合、年間の利子が１０万円強）、

利用しやすい制度とは言えま

せん。 

討論では、東日本大震災と同

様に、保証人がいない場合は

１．５％、保証人がいる場合は

無利子とするなど、被災者の立

場に立った制度への見直しを

求めました。 

再開発を進める民間企業には 

無利子で６６億円の貸し付け 

検索 

交通センター一帯の再開

発を進めている民間企業に

は、市が利子分を負担し、

６６億円の無利子貸し付け

が行われています。 

桜町再開発を手掛ける企

業には無利子の貸し付けを

行い、被災者には年３％の

利子で貸し付けを行うとい

うことは、許されません。 
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２０１７年度一般会計補正予算 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー

国民健康保険の繰上充用（※１） × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー

慎重な憲法論議を求める意見書 ○ × ○ × × × × × × × × ー

「共謀罪」の廃止を求める意見書 ○ × ○ × × × × × × × × ー

（※１）国民健康保険の繰上充用とは、国保会計において、

昨年度収支不足が発生し、今年度の収入を、昨年度の不足分

に充てるというものです。４４億円を充てることになります。

討論では、保険料引き上げによって、政令指定都市で最も重

い保険料となった一方で、一般会計からの繰り入れ額を大幅

に減らし国保収支を悪化させた問題点を指摘しました。 

再開発への税金投入より 
被災者に寄り添った復興支援を！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5年の指定管理期間では 

事業が中断、専門性が高まらない 

公募の指定管理では、指定期間が

最長でも5年。住民の学習権を保障

する教育事業が常に中断する可能性

を持ち、職員は研修を積んでも、専

門性は高まりません。 

非正規雇用の増大にも 

専門職でも将来的な継続雇用の

見通しがなく、多くが非正規です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治体が社会教育に責任を負えない 

公の責任を放棄したアウトソー

シングを続けていくと、住民の教養

の向上、健康の増進、生活文化の振

興、社会福祉の増進に寄与するとい

う社会教育の目的に、自治体が責任

を負うことができず、指定管理者と

いう民間事業者の監督業務にとどま

ることが懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公民館は、法で営利事業をしない

と定められ、文部科学省告示で事業

への参加促進に努めることが規定さ

れています。その公民館が、施設使

用料に加え、駐車場使用料まで徴収

することは、公民館の趣旨に反し、 

 

 

文部科学省告示では、公民館には

対象区域を定めることになっていま

す。中央公民館の対象区域は、壺川・

碩台・城東・黒髪の４小学校区です。

しかし、アンケート等は利用者と管

轄校区内の自治会長に限られており、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用促進にも逆行します。 

利用者以外の駐車規制は、工夫す

れば様々なやり方でできます。市内

中心部・利便性のよいウェルパル・

アイパルの駐車場のように、施設利

用者は無料にすべきです。 

 

 

広く対象区域内住民の声が聞かれて

いません。 

校区内全住民を視野に入れ、今後

の公民館事業のあるべき姿、そのた

めに管理運営上必要なことなど、十

分な意見聴取を行うべきです。 

 

 

 

 

 

中央公民館に「指定管理者制度」は導入しないで 

利用促進のためにも、駐車場・駐輪場は無料で！ 

国も、「公民館への指定管理者制度導入には弊害あり」 

 

日本共産党市議会だより 2017年7月2日号（No1053） 

中央公民館の建替え（白川公園複合施設整備）に、「指定管理者制度導入」と「駐車場・駐輪場の有料化」を検討 

公民館のあり方は、「対象区域」住民の意見聞くべき 

 

千葉市の公民館は、市民の利用が「完全無料」 

人口 96万人の政令市・千葉市の公民館事業は、ほ

ぼ中学校区に１館設置され、熊本市の約２倍の設置数

です。多彩な事業が展開されており、条例による無料

規定があり、市民は会議室・ホール・調理室等、すべ

ての施設を無料で使用することができます。  

すべての住民に利用しやすく無料で開放し、身近な地

域に設置されている公民館事業に学ぶべきです。 

 

  

  

                                 

2008年5月、衆議院文部科学委員会「社会教育法等の一部を改正する法律案」の付帯決議 

「政府及び関係者は、本法の施行にあたり、次の事項について特段の配慮をすべきであ

る。一、国民の生涯にわたる学習活動を支援し、学習需要の増加に応えていくため、公

民館、図書館及び博物館等の社会教育施設における人材確保及びその在り方について、

指定管理者制度の導入による弊害等についても十分に配慮し、検討すること。」 

 
 

 熊本地震で被災した中央公民館と中央老人福祉センターが、白川公園内に

「白川公園内複合施設」として建替えられようとしています。 

6月議会に、その本体工事費の一部が補正予算として5億8190万円、提案

されました。（総事業費は、2018年度分含め約13億4000万円） 

ところが、施設の建て替えに合わせて、管理運営に「指定管理者制度」を導入

することと、現在無料の駐車場・駐輪場使用料の有料化が検討されています。

予算決算委員会締めくくり質疑で、上野議員は、指定管理者制度導入と駐車場・

駐輪場有料化の中止を求めました。 
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